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東京都による緊急事態措置を踏まえた乳幼児健診の今後の対応について 

 
１ 主 旨 

区は、国の緊急事態宣言が発出された以降、令和２年４月１０日付厚生労働省子ど

も家庭局母子保健課からの事務連絡「母子保健事業等の実施に係る新型コロナウイル

スへの対応について」に基づき、区が集団健診として実施する乳幼児健康診査等を、

休止している。そのため、一部、対象の年齢期間内に受診ができない対象児がいるこ

と、また、保護者が自費で当該健診を受診する例なども生じている。 

ついては、今般の国や都の動向等を踏まえつつ、乳児の健康と安心安全を守る観点

及び健診等に不安を抱えている母子等への支援として、新たな健診の機会を確保する

など対応するものとする。 

 

２ 今後の対応 

(１) ３～４か月児健康診査について 

各総合支所で区直営の集団健診として実施する「３～４か月児健康診査」に

ついては、健診を受けられる期間が短いため、以下のとおり新たな個別健診の

機会を設けるほか、未受診者に対しては受診対象年齢を延長する。 

① 対  象  生後３～４か月児及び５か月児までの未受診者 
② 対応方法  区内指定医療機関での個別健診 
③ 委 託 先  世田谷区医師会・玉川医師会 
④ 実施期間  令和２年６月～令和３年３月 
⑤ そ の 他   

総合支所での健診再開後も、年度内は個別健診を継続する。 
 

(２) 自費で乳幼児健診を受診した保護者への対応について 

各総合支所で区直営の集団健診として実施する乳幼児健診を不安のため受診

せず、自費で受診した場合については、以下のとおり費用の一部を助成する。 

① 対  象 
区直営の集団健診（３～４か月児健康診査、１歳６か月児歯科健康診査、

３歳児健康診査（歯科含む））を受診せず、自費で受診した保護者 
② 対応方法  区が定める上限金額（６，６６０円）の範囲内での償還払い 
③ 実施期間  令和２年４月～令和３年３月 
④ そ の 他   

実施に当たって償還払いの要綱を策定する 
  



 
 

 

(３) ６～7 か月児・９～10 か月児健康診査について 

都内指定医療機関（東京都医師会委託）の個別健診として実施する「６～7 か

月児・９～10 か月児健康診査」については、健診を受けられる期間が短いため、

以下のとおり、未受診者に対しては受診対象年齢を延長し受診できる新たな個

別健診の機会を設ける。 

① 対  象 
・生後８か月児までの６～7 か月児健康診査未受診者 

・１歳３か月児までの９～10 か月児健康診査未受診者 

② 対応方法  区内指定医療機関での個別健診 
③ 委 託 先  世田谷区医師会・玉川医師会 
④ 実施期間  令和２年６月～令和３年３月 
⑤ そ の 他   

区単独による健診実施のため、区外医療機関での受診は不可。 
 

(４) その他の乳幼児健診の対応について 

通常の健診との変更点は対象年齢を延長し受け入れる。詳細については以下

のとおり。 

集:集団健診  個:個別健診 

 

(５) 乳幼児健診の変更等今後の対応についての周知方法 

①乳幼児健診の対象者に対して、説明書と受診票等を送付する。 

②区のホームページ、子育て応援アプリ、Twitter、LINE 等で周知する。 

  

健  診  名 

事 業 手 法 
対象年齢の 

延長範囲 
備   考 種

別 

直

営 

委

託 
委託先 

３～４か月児健康診査 集 〇  ━ 
生後 

５か月児まで 

緊急事態宣言解除後 

７月１日以降再開（予定） 

６～７か月児健康診査 個  〇 

都医師会 

生後 

８か月児まで 
区内指定医療機関のみ 

９～１０か月児健康診査 個  〇 
１歳３か月児 

まで 

１歳６か月～１１か月児 

健康診査（内科） 
個  〇 区内医師会 

２歳３か月児 

まで 
区内指定医療機関のみ 

１歳６か月～１１か月児 

歯科健診 
集 〇  ━ 

２歳３か月児 

まで 

緊急事態宣言解除後 

７月１日以降再開（予定） 

２歳６か月～８か月児 

歯科健康診査 
個  〇 

区内歯科 

医師会 

２歳１１か月児 

まで 
区内指定歯科医療機関のみ 

３歳児健康診査（歯科含む） 集 〇  ━ 
４歳１１か月児

まで 

緊急事態宣言解除後 

７月１日以降再開（予定） 



 
 

 

３ 概算経費（予定） 

     ２８，９５１千円 

【内 訳】 

   ２８，２８４千円（３～４か月児健康診査・個別健診） 
６６７千円（自費で乳幼児健診を受診した保護者への償還払い） 

   ※特定財源 ２８，９５１千円（国補助） 

   ※第２回区議会定例会に補正予算を上程予定 

   ※２（３）の経費は未受診者対応のため当初予算の範囲内で対応する 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 
令和２年６月中旬  個別健診（医師会等委託）の対象年齢延長受入開始 

６月下旬  償還払い申請受付 
６月下旬  新規（３～４か月児健康診査等）の個別健診の実施 
７月１日～ 区直営集団健診再開（対象年齢延長受入開始） 

 


